
水道トラブルについて ①

～ 水漏れしているかも？ ～



■水漏れしている■

給水装置（水道管・水抜栓・蛇口・ボイラー等の給湯器・水洗トイレなど）は、凍
結や経年劣化（老朽化）などで漏水を起こすことがあります。

漏水は地中などの目には見えない場所で発生している場合が多くあり、次のような
場合は給水装置から漏水している可能性があります。

○建物の床・壁が常に濡れている。

○雨は降っていないのに敷地内の地面から水が出ている。

○ボイラーなどから常時水が流れる音が聞こえる。

○水を流していないのに水道メーターが回る。

○使い方は変わっていないのに検針時の使用水量（料金）が急に増える。



【漏水の疑いがある場合】

上下水道課では水道メーターの情報から漏水の可
能性を調査することができます。

漏水の可能性がある場合は、上下水道課へご連絡
ください。



【漏水が発見された場合】

指定給水装置工事事業者に依頼して修繕をおこなって
ください。

（漏水修繕は所有者または使用者の負担となります。）


